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住総研ハウスアダプテーション出版記念フォーラム 

テーマ：「自分らしく住むためのバリアフリー ハウスアダプテーションの事例から」 

開催日：2006 年 12 月 16 日 

会 場：建築会館会議室 

主 催：(財)住宅総合研究財団 

企 画：ハウスアダプテーション研究委員会／ハウスアダプテーション・コンクール審査委員会 

■ハウスアダプテーション研究委員会 

委員長 大原一興（横浜国立大学） 

委  員 池田誠（首都大学東京） 

太田貞司（神奈川県立保健福祉大学） 

横山勝樹（女子美術大学） 

■ハウスアダプテーション・コンクール審査委員会 

委員長 吉田紗栄子（（有）アトリエ・ユニ） 

委  員 池田誠（首都大学東京） 

大原一興（横浜国立大学） 

太田貞司（神奈川県立保健福祉大学） 

横山勝樹（女子美術大学） 

           峰政克義（（財）住宅総合研究財団） 

＊所属はフォーラム開催当時のものです。 

文責：伊藤、岡崎、岩間
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住総研ハウスアダプテーション出版記念フォーラム 
 

自分らしく住むためのバリアフリー 
ハウスアダプテーションの事例から 

 
 
開会の挨拶 
 
 
 
 
 

住宅総合研究財団 専務理事 
峰政 克義 

住総研の峰政です。今日は年末

のお忙しいところを、私どもの出

版記念フォーラムにおいでいただ

き、ありがとうございます。 

 私ども住宅総合研究財団は、

1948年、いまからほぼ 60年前に

設立された財団です。現在は年間

約5,000万円の研究助成をしてい

ます。それから、その研究成果を

普及するためのフォーラム委員会

が複数あります。その中の１つの

委員会が、ハウスアダプテーショ

ン研究委員会です。 

 その中で過去５年間にわたり、

ハウスアダプテーションの事例を

集めました。その事例をもっとわ

かりやすい本にしよう、一般の方

にわかっていただけるような本に

したいということで松井さんにお

願いし、入賞したものをインタビ

ューしていただきました。その結

果まとまったのがこの本でござい

ます。 

 出版のほうも、いつもの建築の

出版社ではなくて、いろいろ探し

ていたら、ちょうど岩波書店の山

田さんに取り上げていただき、岩

波書店から発行することになりま

した。そういった経過でこの本が

出来上がっています。 

この本ができましたのも、たくさ

んの応募された方のお蔭でありま

す。もう１つは吉田先生以下、審

査委員会の先生方のご努力、全国

をまわられた松井さんのインタビ

ューのご努力、岩波書店の山田さ

んのご努力で、財団としては非常

に感謝しております。 

 こういう事例をお聞きになって、

できれば当事者の方にも参考にな

るような本を目指していますので、

是非、今後のお仕事の参考にして

いただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

 3



講演１ 

 

自分らしく生きるためのハウスアダプテーション 
 
 

 
松井編集室  松井晴子 

 
 私は建築設計の専門家でも、福

祉の専門家でもありません。衣食

住で言うと「住」を中心に、本の

編集の仕事に 40 年近くたずさわ

ってまいりました。 

 以前、雑誌の取材で、これから

の高齢者や障害をもった方たちの

住宅はどうあるべきかを、高齢者

や障害を持った方の住宅設計を手

掛けていらっしゃる方々にお話を

うかがう機会がありました。最初

にうかがったのが吉田紗栄子さん

でした。吉田さんは、「高齢者や

障害者の住宅といっても特別なこ

とではないのよ。普通の人たちが

気持よく暮らしていけるように設

計するのと同じです。いかにもバ

リアフリー住宅にしましたという

設計をするつもりはないのよ」と

いうことでした。仕事とはいえ、

気が重いテーマだなと思っていま

したが、私はそれを聞いて、取材

するのがとても楽になりました。 

 私は 60 歳を超えています。夫

は 70 歳を超えています。完全に

高齢期に入ってきているわけです。

私たちは戸建ての2階に住んでい

ますが、勾配のきつい階段を上が

らないと我が家にたどり着けない、

室内は段差だらけ、非常にバリア

フルな家に住んでいます。いずれ、

足腰が動かなくなってきたときに

どうするのだろうと心配すること

もあります。私たちの世代は、元

気に見えても、どこかに不安を感

じる時期にきています。自分が車

いすに頼る生活になったときに、

住まいをどのように改築したらい

いのだろう、どこに相談したらい

いのだろうと不安を抱えています。

建築関係の雑誌などを見ても、そ

ういう人たちの不安に応えてくれ

るような記事は、ほとんどありま

せん。 

 そのような中で、今回「ハウス

アダプテーション・コンクール」

を 5年間開催して、その結果を本

にまとめるお話をいただきました。

私も、普通の人たちがどういうル

ートをたどって、自分に合ったハ

ウスアダプテーションにたどり着

いたのかを知ることは、自分のた

めにもなると思い、本づくりに協

力させていただくことにしました。

本人やご家族、そして設計者にお

会いして、お話をうかがい、文章

にまとめさせていただきました。

建築設計や福祉の専門外の私が、

どのようなことに感動し、どのよ

うなことがおかしいと思ったかを、

あまり脚色せずに、ドライに真正

面から書かせていただきました。

修辞的に「良かった」といった形

で書くよりは、ドキュメンタリー

タッチというか、あるがままに、

いかに正直に伝えるかということ

に徹したつもりでいます。多少、

きついことも書いているかもしれ

ませんが、それはご容赦願いたい

と思います。 

 以前、北海道や関東周辺や関西

地方の特別養護老人ホームやグ

ループホームを何件か取材する機

会がありました。そのとき感じた

のが、特養というのはいま非常に

ひどい状態になっているというこ

とでした。設計者が高齢者にいい

のではと考えて計画したことが、

認知症のお年寄りを介護する人に

とってはマイナスになることが結

構起きているのです。例えば、女

性が美しく見えるようにと照明の

照度を抑えた部屋にすると、介護

しにくいとクレームが出る。長い

廊下を路地のように楽しんでもら

いたいと曲線やふくらみをもたせ

たりすると、廊下は曲がっていた

ら介護者が監視できないので危険

だという。部屋の前にデッキを設

けたり、屋上庭園にして外に出し

てあげたいと思っても、介護の目

が届かないといって行けないよう

に柵を設けてしまう。施設で過ご
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している老人たちは、行動の自由

が規制されている感じがしました。

入居している多くの人たちが施設

で最期を迎えるのに、「終の棲家」

としてはあまりにも貧しい、淋し

い人生だなという感想をもちまし

た。 

 自分が最期を迎えるのなら自宅

がいい。縁側があって、畳の部屋

に布団が敷いてある。秋だったら

お寺の鐘の音が聞こえてきて、庭

には柿がなっている。鳥が飛んで

きて柿の実をつっついている。そ

れらをボーッと眺めながら、「あ

あ、いい人生だったな」と思って、

笑ってひと呼吸する。それが、人

間の最期を飾るのにいちばんふさ

わしいシーンではないかと思って

います。ところが今、そのような

死に方はほとんどできないそうで

す。多くの人が病院や特養のよう

な施設で亡くなる事態になってい

ます。 

■15 の事例へ取材 

 そのようなことを思いつつ、15

件の住宅を現地取材しました。応

募は 78 点ありました。その中で

入賞し、上位に入ったものの中か

ら、当事者の身体状況が障害か加

齢による身体の障害か、後天的な

障害か先天的な障害かで分類し、

さらに建物が新築か増改築か、構

造にかかわらない改修か、戸建て

か集合住宅かなど、さまざまな要

件のバランスを考えて 15 件を選

ばせていただき、現地取材しまし

た。 

 集合住宅の応募は少なく、戸建

てが多いのも応募の特色でした。

改修が可能な分譲の集合住宅で

も、水回りの位置や床の高さを替

えることが難しいことがあるから

でしょう。高齢者や障害をもった

方が住まいとするには、解決しな

くてはいけない問題が集合住宅に

は多々あるようです。けれども、

最近は都心に超高層住宅が増え

ています。何年か経てば居住者も

高齢になってきます。都心ではこ

れからますます集合住宅は増えて

きますので、今後の大きなテーマ

になってくるのではないでしょう

か。 

 15 の事例がどんなものだった

かをご紹介します。大きく分ける

と、大体５つのカテゴリーに分け

られます。いちばん多いのは、交

通事故による頸椎損傷です。首か

ら下の四肢がほとんど自分の意志

では動かなくなってしまった。た

だ、リハビリによって、手だけ少

し動かせるようになったという方

もいらっしゃいます。 

 2 番目は高齢になる前、50 代の

方で脳卒中になった方がいらっし

ゃいます。その後遺症で、上肢と

下肢の一部が自分の意志では動

かなくなっている方です。 

 ３番目は、進行性の難病です。

改築や改修を頼まれたときの時点

と、１年経ったら状況が変わって

しまう、５年経ったらもっと状況

が変わってしまう。特に子どもの

場合、予測できないことがものす

ごく大きいということがよくわか

りました。 

 ４番目、５番目は、どちらかと

いうと高齢者の話です。配偶者や

親のための改築・改修、または新

築が、２、３年経って、ご本人も

亡くなられたあと、自分自身の役

に立ってきたという例です。 

 それほど深刻な身体状況ではな

くても、「転ばぬ先の杖」と思っ

てハウスアダプテーションしたこ

とによって、これからさらに老い

ていくと、どうなるかわからない

というときの安心感につながって

いって、それが気持の上で積極的

に、前向きに生きていく力になっ

ているという例もありました。 

  

15 の事例は、本人の身体状況から以下の 5つに分けられる。 
 
1） 交通事故による頸椎損傷で、首から下はほとんど自分の意志では
動かない。 

2） 脳卒中の後遺症で下肢と上肢の一部が自分の意志では動かな
い。 

3） 進行性の難病の場合、予測できない変化により、軌道修正が必要
になる。 

4） 配偶者や親のためにハウスアダプテーションしたが、本人が亡くな
ったあと、残された家族の役に立っている。 

5） 老後の生活に安心感と活気を与えている。 
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＜事例1＞やりたいことができる

空間を確保する 

 札幌市の福井久夫さんは、50

代で交通事故に遭われて、１年以

上治療・リハビリされて、多少、

腕は動くのですが、退院してから

どういう生活をしたらいいのか悩

んでいました。設計者の笠井道子

さんが、１年以上、ほぼ毎日病院

やご自宅に通って、これからどう

いう生活を描いていったらいいの

かを、本人、家族、介護する方と

一緒になって考えました。 

 家は札幌市の郊外にあります。

もともと、奥さんのご両親と二世

帯住居に住んでおられました。奥

様のご両親は高齢だから１階に住

んでもらおうということになりま

した。敷地が広く、福井さんは趣

味の多い方なので、工作小屋を庭

先に設けていました。それを壊し

て、１階を増築しました。 

 第１回コンクールの事例ですの

で、私が取材にうかがったのは、

応募から５年経過していました。

この５年の間に、福井さんの身に

起こったドラマは、私はうかがっ

ていて本当に胸が詰まってしまい

ました。福井さんの介護をされて

いた奥様を亡くされたのです。お

子さんが２人いらっしゃるのです

が、ご夫妻は、自分たちに降りか

かった災いを、将来のある子ども

に影響させてはいけないというこ

とで、高校卒業後に独立させたの

です。  

 「トイレを使うのも、相手の都

合をいちいち忖度しながら頼むの

は非常につらい、できるだけ自分

でしたい、そのほうが精神的自由

が得られる」と福井さんはおっし

ゃっていました。そういうことを

奥様も理解され、できるだけ自立

させる方向で介護をされていたと

いうことです。 

 入浴の際には、ちょっとした介

護があれば電動リフトを利用して、

一人で浴槽に入ります。奥様が亡

くなったあとは、自分で一生懸命

服を脱いで、リフトに自分で乗っ

て、浴槽に入っています。出ると

きも身体は濡れたままですが、拭

くのはベッドの上で、全部自分で

やるとおっしゃっていました。つ

まり、ヘルパーなしでもここまで

やれるようになったということで

す。 

 ベッドの横には、「マイ・トイ

レ」があります。便器の上に台を

付けることで、移乗するときが非

常に楽になります。ご存じだと思

いますが、下半身が不自由になる

と排泄に大変時間がかかります。

長時間いるという意味においては、

トイレは非常に重要な空間だと思

います。 

 福井さんの交通事故は相手に

100％過失があったので、住宅改

築にかかわる費用を相手に出して

もらうことで交渉を進めたそうで

す。設計者の笠井さんが頑張って、

Ａ４で100枚ぐらいのレポートを

書いたそうです。寝て、食べて、

排泄する、それだけが人間が普通

に暮らしていくための行為ではな

い。やりたい事をやれる空間があ

って初めて人間らしい生き方にな
ハウスアダプテーション後平面図 
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るということまで、すべてレポー

トにしたためて、裁判に勝ったの

です。2,200 万円の住宅改築費用

を勝ち取りました。これは裁判史

上、稀に見る例ということでした。 

 リハビリで入院されているとき、

笠井さんが「増築するために、庭

先にあった工作小屋をつぶすこと

になるけれど、２階にはホビール

ームを新たにつくりましたから」

と言ったら、落胆していた福井さ

んの目が輝いたそうです。そのと

き、喜びを与えないで家に戻って

くるのでは、リハビリする意欲さ

えも失うのではないかと笠井さん

は思ったそうです。そこでホビー

ルームを事故を起こした相手に認

めさせようと頑張ったそうです。 

 福井さんは非常に努力家で、積

極的な方なので、改造車の免許を

取って、自分で運転しています。

本当はもっと街に出ていきたいそ

うです。ところが街に出て感じる

のは、車いす用のトイレが少ない、

道路や建物に段差があって車いす

で移動できないところが多いとい

うことです。「街を何とかしても

らわないと、僕たちが自由に生き

ていくというところには、まだ行

っていない」。福井さんのことば

は、私の胸に深く突き刺さりまし

た。 

＜事例２＞快適に暮らせる家を自

分で設計 

 次も交通事故による頸椎損傷

です。釧路に住んでいる山田さん

です。この方の場合、図面を描く

ことが好きだということで、自分

でプランを描き、それを工務店が

構造的に問題のないような形で設

計した例です。２階建てで、２階

に息子さん一家が住み、1階に山

田さん夫妻が住んでいます。基本

的には、田の字プランです。室内

を自由に動き回れるようにするに

は、このプランがいいだろうとい

うことで考えられたようです。 

マイトイレ 趣味の空間

 山田さんは手先の器用な人です。

アイデアマンと言ったらいいので

しょうか。リハビリ台にもなる車

いすへの移乗台やベッドに移ると

きの補助台なども全部自分で考え

て、難しいところは大工さんに頼

んでいますが、簡単なものは自分

で作ったそうです。工作をやって

いるうちに、握力もだいぶ強くな

ってきた。山田さんは家でリハビ

リを行い、日常の所作はほとんど

できるところまで回復されていま

す。 

 浴室も工夫されています。車い

すでそのまま入れるように洗い場

の高さを決めていますので、奥様

が使うときには、出入り口の下に

ある引き出しを出してステップ代

わりにして、ここから入ります。

シャワー浴だけだったら、車いす

からそのまま洗い場に移り、座位

のまま自分で浴びられるそうです。

天井走行リフトがあるので、バス

タブに入るときは利用していると
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のことでした。 

 山田さんの趣味が素晴らしいの

です。サンルームは工作室になっ

ています。木工が好きなので、オ

モチャをよくつくっています。お

孫さんが２階にいるので、「おじ

いちゃん、今度はヘビをつくって

よ」などとねだられると、ヘビを

つくる。工夫したり手を動かすこ

とが山田さんの場合にはリハビリ

になっているという感じを受けま

した。よく見ると作品は、それほ

どきれいな作りではないのですが、

楽しい世界を自分の中で作り上げ

ています。それが山田さんの生き

る意欲につながっていると思いま

す。どうやったら座ったままで作

業ができるかということを、こま

めに自分で考えながら、棚や引き

出しだけでなく、筆入れ、定規入

れなどの細かいものまで、自分が

使いやすいように工夫しています。

日々の楽しみを住まいの中で見い

だしていることが、身体の機能回

復につながってきているのではな

いかと思います。 

 奥様がおっしゃっていたのです

が、加齢がこれから問題になると

のことでした。奥様も介護を続け

ている過程で腰を痛めています。

「たまには温泉にでも行って主人

から離れたいときもあるのよ」。

ご主人が席を外したときにおっし

ゃっていました。高齢になってく

ると介護するほうも大変です。本

人も高齢がゆえに少し気力が落ち

てきて、前ほどは頻繁に散歩に出

なくなったそうです。でも、山田

さんだったらまた何か夢中になれ

ることを見つけるのではないでし

ょうか。何事も前向きに考える方

だったので安心はしています。 

上：平面図 
下右：山田さんの作品 
下左：サンルーム 

 

 

＜事例３＞気持ちにゆとりのもてる

住まい 

 交通事故にあわれ、リハビリで

手はわずかに使えるのですが、首

から下が自分の意志では動かなく
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なった北見市の伊藤和江さんの新

築のお住まいです。和江さんのこ

とを考えて、ご主人が間取り図を

描いて、工務店の力を借りて一緒

に家を建てました。外観も室内も

明るく、派手な雰囲気です。とい

うのは、和江さんは交通事故に遭

ったのが 30 代。2 人のお子さん

もまだ小さかったのです。大変美

しい方ですので、たぶんご主人は、

和江さんの中年になる前の、華や

かな人生をこれからどう過ごさせ

てあげたらいいのかを考えて、黄

色の外壁とか、花柄の壁紙を意識

して使われたのではないかと思い

ました。 

 お子さんは 20 歳前後で 2 人と

も独立されていて、私がうかがっ

たときはご夫妻だけで住んでいま

した。 北海道は東京にくらべる

と土地代が安いこともあって、広

い敷地にゆったりした平屋の家が

建っています。当然、車いすでの

生活を考えてのことなのでしょう

が、廊下の幅も、かなりゆったり

取っています。居間の中心にはデ

イベッドがあります。寝室の部分

も、カーテンなどで仕切らずに夫

婦 2人だけですから、ワンルーム

にして夜も昼もここで生活してい

ます。 

 この家を建てたとき、ご主人は

サラリーマンだったのですが早期

に退職されて、介護に専念するこ

とにしました。30 代で配偶者が

こういう状態になったとき、全力

投球で介護したり、真剣に考えす

ぎると破綻をきたすのではないか。

ご主人は呼吸の抜き方がすごくう

まいのです。趣味は以前好きだっ

た釣りは遠出をすることになるの

でやめて、ゴルフ場が近くにある

のでゴルフに切り替えて楽しんで

います。映画も好きで、奥様を車

に乗せて映画を見に行ったり買い

物をしたりします。そのように、

ゆとりをもって介護されているの

が伝わるのでしょう。和江さんは

あまり深刻な顔をしていないので

す。 

上：外観 
中： デイベッド 
下：タバコを吸うための道具 

 自分の力が及ばないところは、

機械力に頼るほうがいいという考

え方なのです。当然、浴室までは

天井走行リフトを使います。脱衣

とトイレが一緒になっています。

使わなくなった自動車の座席シー

トが置いてあります。使うときは

横にして、使わないときは背を立

てています。ここに和江さんを横

に寝かせ、洋服を脱がせて、洗い

場の手前に浴槽と同じ高さの台が

あるので、そこに寝かせて身体を

洗ってあげる。身体を洗ってあげ

るのはご主人です。「これは僕で

なければ駄目だ」と言います。心

を通わせたり、スキンシップが必

要なところは家族が手を使ったほ

うがいい。機械で十分間に合うも

のだったら、機械を使ったほうが

長い間介護するのに楽になる。介

護する人が疲れてくると、いい介

護ができない。この考え方がご主

人の介護に貫かれています。 

 ご主人は和江さんのために道具

も考案しています。玄関の開閉、

照明の点灯、緊急連絡装置など、

握力の弱い和江さんが操作できる

ように補助具を手作りしています。

そうした装置を和江さんの手の届

く位置に設置して、２、３時間な

ら一人でも家で過ごせるようにし

ています。和江さんは痛みを紛ら

したり、ストレスを解消するのに、

喫煙していますが、タバコをつま

む道具もご主人が作っています。

握りやすいように考えています。 

 ご主人の気張らず、気長に、ゆ

ったりと構えて、でも愛情をもっ

て介護にあたっている様子は、気

持ちのいい空気を住まいに与えて

いました。 
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＜事例４＞桜が見える仲間の集

まる家 

 本日、出席されている加藤知徳

さんが設計された、豊田市にお住

まいの鈴木文彦さんの家です。鈴

木さんは大学でラグビーをやって

いて、スクラムを組んだときに、

首の骨を折ってしまいました。リ

ハビリにより両手は使えるように

なりましたが、下肢は自分の意志

では動かなくなってしまいました。

この家の設計ポイントは、裏にあ

るお寺の境内の桜の花です。 
外観：北側のお寺の桜が見える 

 お父様は亡くなったのですが、

１階にはお母様が住んでおられま

す。奥様と２人で 2階に住んでお

られます。鈴木さんはラグビー部

の監督のお世話で結婚することに

なりました。車いすになってから

結婚された。奥さんもいろいろ考

えられて、一緒に生活していらっ

しゃるのだと思います。とても幸

せな例であることは間違いないと

思います。 

 玄関ポーチは、ピロティのよう

にして、改造車の出し入れがらく

にできるようにしています。なぜ

このようにゆったりしたスペース

にしたかと言うと、敷地の裏側の

お寺の桜の木が春になると満開に

なる。車いすの仲間や仕事仲間が

集まって、ここで桜の花を眺めな

がら宴会をするためです。 

 車から降りると、数歩なのです

が自力で歩いて、鈴木さん専用の

玄関から車いすに乗り、エレベー

タで２階の我が家に行きます。仕

事に行く前と戻ったとき、必ず 1

階にいるお母さんのところに立ち

寄るそうです。お母さんも息子さ

んの顔を見てホッとされるそうで

す。 

 エレベータはシースルーになっ

ています。福祉機器展に行かれて

「エレベーターを付けるならこれ

がいい」と鈴木さんは要望された

そうです。これに乗ると、階段で

上がる人と、見合いながら行き来

できます。シースルーなので桜も

見られる。むろん、花のないとき

は緑が見えるし、お寺の境内も見

えるので、気分よく上下移動がで

きというわけです。 

 この家は、既製品を多く使って

います。これも鈴木さんの要望だ

ったようです。できるだけ既製品

を使って、無理なところは工夫し

たらいいという考えです。既製品

のユニットバスにして、浴槽に合

わせて洗い場にスノコの台を作っ

て、車いすからスノコ台に移乗す

ればそのまま１人で入れる。入浴

も介助なしで１人で入れますし、

シャワーもスノコ台に腰掛けたま

ま使えます。 

 鈴木さんの個室は、小さい部屋

なのですが、こういう部屋がある

ことも、とても大事なのだなと思

いました。ハードボイルド小説を

愛読していて、本棚にいっぱい入

っています。この部屋で本を読ん

だり、パソコンをやったり、ひと

りを楽しむ時間や空間をもつこと

も、鈴木さんには必要なんだとい

うことがよくわかります。 

 鈴木さんは、若くして身体が動

かない状態になりましたが、結婚

もされ、お母様は高齢で足が少し

弱ってはいますが、元気です。現

在、豊田市の福祉施設で事務の仕

事に就いています。いままでご紹

介した方たちは仕事をされていま

せん。鈴木さんの場合は家族が周

りにいる、社会的に役立つ仕事を

している、海外旅行へも行ける。

本人の努力に負うところも大きい

のですが、こういう生き方ができ

るということは、素晴らしいと思

いました。 
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＜事例５＞車イスだからこそオー

プンにする 

 清水寛治さんのお住まいは、福

井県の陸前大野市の市街からさ

らに車で 20～30 分入った山間部

にあります。清水さんはお役人を

されていた方です。事故による頸

椎損傷で四肢麻痺になってしまい

ました。市内にも家はありました

が、市内の家よりは周りに緑がい

っぱいある場所のほうが、心が安

まるのではないかということで、

こちらを増改築しました。 

 この家で素晴らしいと思ったの

は、道路がある北側を開いたこと

です。この道路は集落内の人々が

歩いています。部屋の窓を開けて

おくと、歩いている人とアイコン

タクトもできるし、スロープとデ

ッキがあることでスッと人が入り

やすく、迎え入れやすくなってい

ます。このように外部に開くよう

にしたのは、奥様の考え方からで

した。ご主人がこういう状態にな

ったときに、多くの場合、外部に

対して閉じてしまう。でも、奥様

は身体の動かない夫がいることを、

むしろ周りに知らせようと思った

そうです。できるだけ、オープン

にしていこうという考えを持った。

その考えを聞いて、設計者の竹内

幸子さんは、木のスロープとデッ

キを設けるという案を出されたの

です。私もスロープからデッキを

通って清水さんの部屋へ入りまし

た。 

 お子さんは、市内のもう１軒持

っている家のほうに住んでいて、

週末になるとときたま戻ってくる

そうです。基本的にご夫婦２人だ

けなのですが、リハビリの人が来

たり、ヘルパーも週何日か来たり

するので、ほとんど毎日誰かそば

にいるそうです。逆に言うと人が

いつもいるということに、清水さ

んは慣れ過ぎてしまって、１人で

何かすることが不安という話をさ

れていました。周りに人がいつも

いるというのは、いい面と悪い面

があるのかなという気がしました。 

 男性の場合は、働き盛りの健康

な方でも家事をしない方が多いの

ですから、身体の自由がきかなく

なったら、奥さんがいると、なん

でもやってくれます。家事をする

行為がリハビリにつながる例があ

とで出てきますが、痒いところに

手が届くような手厚すぎる介護は、

本人の自立心を遅らせてしまうの

ではないか、少し気になりました。 

 清水さんはすごく頑張り屋です。

「僕もう立てるんですよ」とおっ

しゃる。奥様とヘルパーの方に、

両脇を支えてもらえば垂直に立て

るのです。これはすごくうれしい

ことです。「２、３歩なら歩けま

すよ」と歩いて見せてくれたので

すが、体重がだんだん重くなって

くると支えるほうも大変ですし、

自重で足に負担がかかるようです。

今後は、役所に勤めていたことも

あり、体験者としてのいろいろな

経験を活かして、ＮＰＯを作って、

入浴サービスを必要としている人

たちに、場所や人材を提供する仕

事をやっていきたいと話していま

した。 

  

 

＜事例6＞一人暮らしが可能にな

った  

 ご主人と一緒に暮らした家で歳

を重ねたいと、脳卒中の後遺症が

残る不自由な身体でひとり暮らし

をするために戸建て住宅を改築し

た例です。本間容子さんは、ご主

人を亡くされて一人暮らしをして

いましたが、脳卒中で倒れて入院。

しばらくは、札幌の長男の家に住

んでいましたが、今まで住んでき

た街で暮らしたいと、北海道浦河外観：スロープが部屋まで続く
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の老人保健施設に入所されました。

後遺症もありましたが、ご主人と

一緒に過ごした家で自分も生涯を

終えたいという想いが募っていた

その時に、北海道でモデルになる

ようなバリアフリーの住宅をつく

ろうとしていた北海道建築士会日

高支部の方々を紹介されました。

この方たちと役所の方、北方住宅

研究会など、いろいろな方たちで、

取り組まれた例です。 

 ワンルームにして車いすでも動

けるようにしようという改築プラ

ンです。玄関はスロープにできな

かったので、本間さんの足が上が

るギリギリの高さのステップにし

ています。そして、ゆったりした

勾配の階段を設けて居間に上がり

ます。部屋からは、漁船が停泊し

ている港が見えます。海を見てい

ると、とても穏やかな気持ちにな

ってくると本間さんはおっしゃっ

ていました。 

 利き腕は右でしたが、ほとんど

動かないので左手で家事をやって

います。私たちがうかがったとき

も、左手でお茶を沸かして入れて

るそうです。こうした家でのリハ

ビリと家事を行うことで、機能回

復したようです。同行してくだ

くれました。小さい物は自分で洗

濯して干しています。ほとんどの

家事は自分でやっています。 

 毎日２時間、家の中でリハビリ

をされるそうです。電話台を支え

にして立ち、テレビを見ながら屈

伸運動をして、そのあと、玄関へ

の緩やかな階段を、自分で動ける

範囲まで利き腕で手すりを握って

上り下りすることで汗をかいてい

さ

っていた社交

リビングの窓から港が見える 

上：ハウスアダプテーション前平面図

下：ハウスアダプテーション後平面図

った建築士の土井宗太郎さんと池

田美穂さんは、１年ぶりに本間さ

んに会ったそうですが、「こんな

にできるようになったの」と目を

丸くしていました。以前は何もで

きなくて、車いすに乗ったままと

いう感じだったということで、驚

いていました。 

 自分で買い物にも行きます。坂

道も利き足のほうで蹴って後ろ向

きで坂を上っていきます。スーパ

ーへ行けば、自分で食材を選んで

買って帰る。夕食だけはサービス

を受けているようですが、朝と昼

は自分で作って食べています。さ

らに本間さんは、週のうち５日間

は老人センターやデイケアへ出か

けます。いま、昔や

ダンスを車いすでやっているそう

です。身繕いもとてもきれいにさ

れていて、積極的に生きておられ

ました。 

  

＜事例7＞低予算でも車いすでの生

活に対応 

 50 代の佐々山武夫さんは工員

をされていた方です。奥様もパー

トで働いていて、子どもが２人い

ます。ある日、脳卒中で倒れて左

半身が利かなくなりました。 

 プランを見てわかるように、そ
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んなに大きな家ではありません。

ろん２階はありますが、ごく

きは、息子さんはまだ

く

様のアイデアです。

 

  

や子さんは、先天性の脊

髄小脳変性症です。因果関係がわ

からないために、効果的な治療も

なく、難病指定されているものの

ひとつのです。池畑さんは 40 代

ですが、気づいたのは20代後半。

転びやすいなとは思っていたので

すが、結婚して、仕事もしていま

した。ある日つまずいて入院して、

病気であることがわかったのです。

災いは続き、入院している間にご

主人が交通事故で亡くなり、１人

になってしまいました。そこで池

畑さんの治療に当たっていた森田

能子先生が所属していた「手すり

の会」（住宅改修などのボランテ

ィアグループ）が、池畑さんが一

人でも暮らしていける方法を支援

していくことになりました。 

 もともと郊外に住んでいたので

すが、普通の家ですから、とても

１人では暮らせないだろうという

ことになりました。森田先生のい

る病院に近いほうがいい、街に住

んでいたほうが何かと便利だろう

ということで、市内にマンション

を探すことになりました。マンシ

ョンは不動産屋に頼んで自分

で探したそうです。幸い、道

路から入口、エレベータから

玄関までのアプローチも車い

すで移動できるものでした。 

 間取りは 2DK。建具はすべて

引き戸に変えて、ひっくり返

ったときに、這ってくれば車

いすに１人でも乗れるように、

ホールを少し広く取って、そ

もち

普通の建売住宅です。佐々山さん

が倒れたと

大学生。私立大学だったので学費

もかかる。さあ、どうする。蓄え

はそんなにない。当初は 350 万円

しか捻出できなかったのです。ど

うしたらいいだろうかと途方に

れたときに、設計を担当してくれ

た加瀬澤文芳さんが、たまたま千

葉市の住宅相談員に入っていて、

担当日に奥様は藁をもすがるよう

な思いで相談したそうです。その

まま加瀬澤さんに改築をお願いす

ることになったのです。結果的に

は400万円強かかかったのですが、

こういう家で車いすになった人が

どうしたら生活できるようになる

か、知恵を絞って考えた結果、コ

ストパフォーマンスのいい改築に

なった例です。 

 玄関は段差を解消できるスペー

スの余裕がなかったので、外部と

の出入りは、新たに庭側に設けた

デッキに段差解消機を取り付けて

行っています。手動の段差解消機

はたまたま使わなくなったものが

無料で手に入ったのです。利き腕

のほうでハンドル操作ができる、

非常に具合いのいいものが手に入

りました。 

 小さな工夫としては、トイレの

隅にスポンジに布を巻いたものを

つけています。佐々山さんは車い

すから手すりを握って立ち上がり、

スポンジに頭を付けてバランスを

取り、片手でズボンを下ろすので

す。これは奥

毎日介護している奥様は、ここに

何かあったら自力でトイレが使え

ると考えたのでしょう。ああ、な

るほどと思ったのです。大掛かり

なことをしなくても、こういうこ

ともひとつの工夫だと思いました。

 多くの人は佐々山さんぐらいの

規模の家に住んでいます。家族の

誰かが車いすを使う身体になった

ときにどうするか。敷地も狭いの

で増築もあまりできない、改築に

それほど費用がかけられない、そ

うした条件でも床段差をなくし、

建具を引き戸にし、室内の移動を

可能にし、外部への出入りもでき

るようにした。これは素晴らしい

例だと思いました。 

  

＜事例８＞専門家が連携したハ

ウスアダプテーション

 池畑み

リビング デッキと段差解消機 
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田先生をすごく信頼されているの

で、先生がいろいろなことを考え

てくださっているようです。私が

取材したあとに福祉事務所の事務

職の補助の仕事が決まったそうで

す。電

いました。いま張り切ってやって

いるとのこと。気持ちが上向きの

ときはいいのですが、この病気は

完治することはないので、住まい

も含めて、どういう支援体制を作

っていくかが今後の課題になって

いくだろうと思いました。 

  

＜事例９＞ 家事・子育てを自分

でするために 

 国里房子さんは、二分脊椎症と

いう進行性の難病です。現在 50

代ですが、生まれたときから自分

の足で一度も立ったことがありま

せん。国里さんは私が取材にうか

がったときは身体の具合を悪くし

て入院されていましたので、お住

まいを拝見することはできません

でした。国里さんは誠実な方で、

「疲れたら遠慮しないで横になっ

てくださいね」と私が言っても、

「大丈夫ですよ」とベッドの上に

腰掛けて長時間お話してください

ました。国里さんの家も池畑さん

と同じ「手すりの会」がバックア

ップして、何度か改築してきまし

た。 

 国里さんは結婚されていて、入

院される前まではほとんどの家事

を自分でやっておられました。し

かも、びっくりしたのですが、お

子さんも産んでいますので、子育

てもやっておられます。家事はで

話をしたら、とても喜んで

ハウスアダプテーション後平面図 

こに昇降座椅子が置けるようにし

ました。車いすで作業できるキッ

チンに全面的に変えました。一人

でも何とか車いすで生活できるス

ペースをつくったのですが、浴室

だけはどうしても段差解消ができ

ませんでした。そこで車いすから

這って、シャワーだけなら自分で

できるようにしました。入浴のと

きは介護が必要なので、リフトを

使って浴槽に入れてもらうように

しています。 

 池畑さんはメルヘンの世界を持

っています。コレクションの人形

を棚の上にきれいに整理して飾っ

ています。最初のころは、ビーズ

でアクセサリーなどをつくって、

それをフリーマーケットに自分で

持っていって、売ることもしてい

ました。 

 森田先生の話では、この病気の

特質は、いいときと悪いときの差

が激しいらしいのです。いいとき

は、人生に対して前向きになるの

ですが、悪いときはどんどん自分

の殻に閉じこもってしまい、外に

出ようともしない。池畑さんの場

合は１人暮らしですから、ずっと

誰かが手を差し延べ、心身ともに

支援をしていかなければなりませ

ん。「手すりの会」の方たちも定

期的にケアしているようです。森

窓辺に整理されたコレクション 
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きるだけ自分でやるということで、

不自由な身体ながら、手を使って、

「自分が動けない分、物を動かす

ようにしてますよ」と言って。な

かなかユーモアがあっていいなと

思いました。台所と寝室の間は段

差解消機を設置して高さを調整

したり、家具にはキャスターを付

けているそうです。 

 洗濯はお風呂の残り湯を使いま

す。車いすから移乗台に移って、

洗濯をします。入浴は移乗台と同

じ高さの洗い場にいざって移動し

て、浴槽に入ります。 

体が不自由

力になっ

どもの事例も２件取材してい

ます。まず、本日、参加されてい

る大河内昭宏さんが設計された、

静岡県の加藤大喜くんの住まいで

す。大喜くんは三つ子で、長男で

す。いま小学校の４年生です。３

人のうち、長男の大喜くんだけが

脳性麻痺のため、手は多少動きま

すが、下半身が麻痺しています。

三つ子ですから、お母さんはほか

の子どものこともあるし、子育て

や家事は大変だと思うのですが、

このご家族の素晴らしいのは、と

にかくみんな明るくて、すごく楽

しそうなのです。 

 この敷地に建っていた古い家を

建て替えました。以前の家は、１

階が居間だったので、日当たりが

悪い、風通しが悪い。そこで、今

回は居間を 2階にしました。大喜

くんのためを考えれば、１階のほ

うが便利なのでしょうが、明るさ

と通風を取って、２階に居間を持

っていったのです。家族は日中ほ

とんど居間にいますから、居間が

明るくて居心地がいいほうがいい

と考えたようです。 

 今、3人の子どもたちと両親は、

１階の子ども部屋で寝ています。

もう少し大きくなって、子どもた

ちだけで寝られるようになったら、

子ども部屋として３つに仕切ると

いうわけです。子どもの障害の場

合は、予測できないことがこれか

らもでてくるので、５年後、10

年後にも対応できるようにしてい

 排泄に時間がかかるのと体を安

定させるために、トイレの便座の

まわりに壁や手すりが必要なこと

から、洋便器を台座に埋め込んで、

マイ・トイレにしています。国里

さんにとってマイ・トイレは、本

当のプライベートルームです。子

どもが生まれたときの写真も飾っ

ています。車いすで中まで入り、

台に移乗して、便座に移動します。

ここにはタンスもあって、着替え、

化粧などもします。朝起きるとこ

こで身繕いをして、台所に行き朝

食の仕度をするという生活をされ

ています。これだけ身

でも、自分のことは自分でやるし、

家族のために家事もします。掃除

機を使って掃除もするそうです。 

 国里さんの場合は、家事を自分

でできることが、生きる

ているという感じがしました。病

院での別れ際、「これから家に戻

って、私は家事ができるのでしょ

うか」と心配されていました。家

族の役に立っていることが、国里

さんの生きるエネルギーになって

いるのだと思いました。 

  

■こどもの事例 

＜事例 10＞子どもの成長を見越

して 

 子

工夫されたキッチン マイトイレ
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ると大河内さんはおっしゃってい

大喜くんが 1階だけで生活

パの古い農家

。さとる

んは2階の寝室で両親と一緒に

2階に上げる

2＞夫のためのハウスア

ました。浴室やトイレのある 1階

には、

できるように、納戸には給排水の

配管が設置されていました。将来

まで予測して、状況の変化に対応

できるつくりにしておくというこ

とからも、この家はよく考えられ

ていると思いました。 

 

＜事例 11＞同じ障害を持った子

どもが集まれる家 

 山田さとるくんの家です。私が

うかがったときは 12 歳でした。

この方も脳性麻痺です。さとるく

んの場合は 10 歳上のお兄ちゃん

がいます。戸建てで新築です。外

から見るとヨーロッ

のような洒落た家です。山田さん

夫妻はガーデニングがお好きです

ので、玄関のまわりには草花が咲

いています。さとるくんが５、６

歳のころまでは、同じ障害をもっ

た子どもたちがこの家に遊びにき

ていました。そこで夫妻は、リビ

ングとリハビリテーションを合体

して「リハリビングルーム」とい

う部屋名を付けて、玄関を入った

ところの部屋を開放していました。

こうした障害を持った子どもには、

ブランコがいいということで、リ

ハリビングルームに取り付けたり

して、皆さんにこの家を自由に使

っていただいていた時期もありま

した。 

 私が取材にうかがったときは、

改築工事をしていました

く

寝ているのですが、大きくなって

きて、母親が抱いて

のが大変になってきました。階段

に昇降機がとりつけられるように、

幅も広くとっていたのですが、さ

とるくんが階段昇降機を怖がって

乗りません。そこで祖父母の泊ま

り部屋にしていた1階の畳の部屋

をフローリングにして、ここで寝

かせることにしようということに

なったのです。何年かの間に状況

が変わってきているわけです。 

 子どもの場合はどんどん成長し

ます。さとるくんは現在、養護学

校に通っていますが、卒業後どの

ようにするか、まだご両親にも具

体的なプランはないようでした。

同じ障害を持った子どもたちが作

業できるようにと、工作室も 2階

に用意してありますが、これから

先どうなるのか、いまは何とも言

えない状況にあります。 

  

■高齢者の事例 

＜事例 1

ダプテーションが妻の一人暮らし

に役立った 

 ご主人が脳卒中で倒れたあとに、

介護がしやすいようにと母屋の隣

にご夫妻の住まいを増築した例で

す。玄関もキッチンもトイレ・浴

室もありますので、ご夫妻だけで

独立した生活ができます。寝室か

ら浴室までは、天井走行リフトが

設置されています。ご主人は１年

ぐらいこの家で過ごされたあと、

亡くなられました。今は奥様が１

人で住んでおられます。 

 デザインがすっきりしているの

で、高齢者の家という雰囲気はあ

りません。浴室・トイレ・洗面所

は、天井や壁に板を張っていて、

ワンルームです。北側にあります

が天窓を設けているので明るく、

気持のいい水回りになっています。

（図 1） 

10） 明るいリビング（事例 リハビリングルーム（事例 11） 
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図1 増築部分平面図

写真 1  ぬれ縁  ワンルーム 写真 2 

て、段差解消機で外へアクセスで

 

＜事例 13＞外とのつながりのあ

る住まい 

 設計事務所に勤めている尾崎

久純さんが、脳内出血で倒れた父

親のために増改築した例です。尾

崎さんは別の所に住んでいて、ご

両親だけで住宅地の中にあるこの

家に住んでいました。お父様は、

 

家として高齢化が進む

宅地の将来も視野に入れながら

イケアができる家を考

はお風呂好き

り

した。 

げています。

員独立されて、ご主人

改築後１年半くらいで亡くなりま

した。現在、お母様が一人で暮ら

していますが、介護の疲れもあっ

て身体の調子がよくないそうで、

いまは寝たり起きたりの状態です。

 尾崎さんは、父親のために改築

したのですが、親だけの問題では

なく、建築

住

改築計画を考えたそうです。そこ

で簡単なデ

えました。地域との触れ合いのス

ペースということで、道路に面す

る玄関前のパーキングスペースを

開放しています。 

 居間・食堂・キッチン、寝室、

バスルームは、引き建具で仕切る

だけで、ワンルームにしています。

居間と寝室の前にはぬれ縁を設け

きるようにしています。縁側に出

ると、庭の樹木が見えたり、道路

を歩いていく人が見えます。お父

様はほとんど言語も発せられない

ような状態だったようですが、縁

側に出るのを楽しみにされ、和や

かな最期を迎えられたと聞いてい

ます（写真 1）。 

 浴室は寝室のすぐ隣にあります。

寝室との間は段差なしで、排水口

を付けています。木のお風呂の上

には天窓があって、気持ちのいい

お風呂です。お父様

だったそうで、入浴を楽しみにさ

れていたとうかがいました。 

 

＜事例 14＞老後も同じ家に住み

続けるために改築 

 高齢になったので、いずれ何と

かしなければいけないということ

で築 35 年の戸建て住宅を改築し

た例です。80歳に近いご夫妻は、

子どもたちからはマンションに住

み替えたらと提案されたそうです

が、この家で最期を迎えたいとい

うことで、改築を選びました。２

階建てですが、１階だけで生活が

できるようにしました。 

 構造にかかわるところ以外は間

仕切り壁を外して、キッチン、居

間、和室、寝室をワンルームにし

ました。間仕切りと床段差をなく

すことすことで、動きやすくな

ま

 和室は居間の椅子代わりになる

ようにと、畳の面を上

畳の下は収納になっています。夜

寝るときは寝室のロールブライン

ドは閉めるのかもしれませんが、

夫婦２人だけなので、昼夜ほぼオ

ープンにして使っているという暮

らし方のようです。ワンルームに

したことで、採光が以前よりもは

るかによくなり、気分的にも気持

ちが明るくなったようです。（写

真２） 

 

＜事例 15＞トイレのあるワンル

ーム 

 橋本俶子さんは、長く学校の先

生をされていた方です。3人のお

子さんは全

も亡くなられました。老後は 40

年以上住んできた家で過ごしたい

ということで改築しました。 

 国語の先生だったこと、ご主人

も研究者だったので、本がたくさ
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んありました。それをまず整理す

るところから「快居の会」（福医

建研究会）の方たちが手伝って、

改築計画が始まりました。部屋の

中に出ていた物につまづき、足を

くじいたことから橋本さんは改築

を決心したそうです。 

 橋本さんは２階で寝起きしてい

り下りが大変になり、１階

寝

半透明の

 

 

たのですが、足をくじいてから階

段の上

だけで生活できるように、子ども

部屋だったところを寝室・書斎に

することにしました。軽い狭心症

の持病があるので、夜中に温度の

違う玄関脇のトイレに行かないほ

うがいいということになり、

室・書斎で完結できるようにトイ

レも付けました。橋本さんの世代

だと、トイレは人の目から隠す場

所、部屋の中にトイレがあること

に当初は抵抗があったそうです。

そこで便所ではなく、化粧室的な

洒落たトイレにしたらいいのでは

と、設計を担当した福田由利さん

は提案しました。曲線や

材料を使って、軽快なデザインの

トイレが部屋の中にできました。

このように部屋の一部として取り

込んでデザインしてしまうと、部

屋全体が楽しい雰囲気になります。

 橋本さんは植物が好きですが、

日当たりのいいところに移動する

ための植木の出し入れが、加齢と

ともに重荷になっていました。そ

こで居間の庭側に、奥行き半間の

サンルームを増築しました。床を

グレーチングにしたので、水やり

が簡単にできるようになりました。

 

■まとめ 

今回の取材から見えてきたことを

まとめてみました。 

 

日常生活を自力でやれることが生

きていく力になる 

 自力で日常生活ができるところ

までいけば、先が見えて、毎日の

生きていく力になっていくのでは

ないかということです。 

 手を使ったり足を使ったり、身

体を動かすことによって、沈んで

いた心が元気になることがありま

す。身体を動かすことで心のバラ

ンスも取り戻せる。さらに寝て、

食べて、排泄してというだけでは

なく、趣味を持つこともリハビリ

につながり、生きる意欲につなが

るのではないかと思いました。 

 逆に、テレビやパソコンだけに

頼ってしまうと、受動的になり、

外へ出るという意欲が減退してい

くこともあるのかなとも感じまし

た。 

 

暮らしをきちんとやっていくこと

が大切 

奥にトイレが見える 

 ２番目は、家事をすることが、

身体のリハビリにつながっていく

ことがよくわかりました。いちば

んいい例が、北海道浦河町の本間

さんです。一人住まいですが、階

段やスロープなどでリハビリを毎

日行っていますが、同時にほとん

どの家事をこなし、買い物も車い

すに乗って一人で行きます。こう

した日々の積み重ねで、失われた

機能が徐々に回復しているのでは

ないかと思います。暮らしをきち
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んとやっていくことの大切さです。

女性の場合は家事がごく自然にで

きるのですが、男性は健常者でも

奥さんに全部やってもらっている

人が多いので、車いす生活になる

とますます自分では家事に手を出

さなくなります。少しずつでもい

いですから自分のことは自分です

る、身体能力が残っているのなら、

料理も後かたづけもやる、掃除も

洗濯もやることで、リハビリにも

なり、生活にリズムがうまれるの

ではないかと思いました。 

 

気持ちの余裕が必要 

 ３番目は、北見市の伊藤さんの

例のように、介護する人が気持の

上で余裕を持つこともすごく大事

だと思いました。そのために必要

な機械や設備は使う。例えば、豊

田氏の鈴木さんのシースルーのエ

レベーターを贅沢と思うかどうか

です。上り下りするたびに周囲の

景色が眺められるといことは、す

ごく豊かな気持になります。そう

いうことを贅沢と考えない。電動

車いすでなければ動けないのだっ

たら、電動車いすを使うべきだし、

機械力を入れることで、本人と接

する時間にゆとりがもてるように

なるのなら、贅沢とは考えない。

補助金などもそういうところから

もう一回見直してもいいのではな

いでしょうか。その人の必要に応

じて補助金を考えていくことを、

制度化できないのでしょうか。介

護する側にとっても余裕を持って

介護ができるというところで、初

めて本人にもプラスになって返っ

てくるという気がしました。 

 

人が集まって来やすい家にする 

 ４番目は豊田市の鈴木さんの例

や、リハビリングルームのある福

岡市のさとるくんの例のように、

人が集まってきやすい家にするこ

とです。外部の人が入ることによ

って、本人にとっても介護する家

族にとっても、いい刺激を与えら

れるのではないでしょうか。外に

開いて、できるだけ外の人の力を

借りる。加藤大喜くんもそうなの

です。地域の子どもたちが遊びに

来る。防災訓練のときには、大喜

くんが車いすに乗ったまま旗を持

って、地域の人が後ろからついて

くるという話をお母さんからうか

がいましたが、できるだけ地域に

溶け込ませることと、住宅も集ま

ってきやすいような形にしたほう

がいいような気がします。 

 

継続してバックアップしていく体

制が大切 

 ５番目は、皆さんもよく承知し

ていると思いますが、継続してバ

ックアップしていく体制が必要で

す。障害を持った方たちは、この

先どうなるのか不安を抱えて日々

生きています。住宅も身体の変化

に合わせて細かく改修していく必

要があります。一度改築したら終

わりということにはならない。継

続してバックアップしていく体制

が医療や福祉だけでなく、建築の

側にも求められていることを痛切

に感じました。 

 

私のつたないお話を聞いていただ

き、どうもありがとうございまし

た。 
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講演２

日常生活を支えるハウスアダプテーション 

 

 

 

 

アトリエ・ユニ  吉田紗栄子 

 

 

このコンクールには、５年の間

に78例の応募をいただきました。

すべて物語になるような素晴らし

い事例でした。私も長いこと障害

の方や高齢の方の住宅を設計させ

ていただいておりますが、これだ

けの数の素晴らしい事例が集まる

所はないと思います。これらが集

まったときに本にしたいという住

総研の強いご希望で、実現しまし

たが、選び抜くのが大変でしたが、

15例に絞らせていただきました。 

 そこで 2 部では、78 例の中か

ら生活の行為別に選ぶことにし、

「食べる・くつろぐ」「寝る」「排

泄・入浴・洗顔する」「家事をす

る」「身体を動かす」「室内を移動

する」「外とのつながりをつくる」

といったキーワードをつくり、い

ままでの例を見直してまいりまし

た。入賞事例以外からもキーワー

ドにそった事例を探すということ

でピックアップしました。応募作

品資料として埋もれてしまったも

のもあったのですが、そういう事

例も掘り起こしました。今日は時

間の関係上、いくつかをご紹介し

たいと思います。 
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■ 食べる・くつろぐ 

まず「食べる・くつろぐ」とい

うことです。１日の大部分を過ご

す空間になりますから、障害があ

っても使えることが最低条件です

が、ここでは居心地と言いますか、

風通しや日の光をどう入れるか、

音の問題をどうするかといった、

建築としての基本的なクオリティ

ーを保ってほしいという願いも込

めて、その中で工夫をされたもの

を選びみました。 

 最初の例はよくあることですが、

ご家族の中で１人の方が車椅子に

なられて、ほかの方は普通に生活

していらっしゃるという場合です

（図 1）。椅子座で同じ目線にす

るというのもいいのですが、設計

者の碇喜久枝さんは、マンション

に小上がりのような３畳分の畳コ

ーナーを造って、そこにご主人が

座られ、車椅子になった奥様がそ

のまま使うということで目線を合

わせています。これは車椅子の方

に限らず、和室が好きという家族

がおられたら、とてもよい解決 

法ではないかと思います。 

 畳の所は上がっておりますので、

床下に物入れが造れるということ

でも、とても便利です。 

 

これは平倉直子さんが造られた

高齢の方の住宅です（図 2）。道

路を隔てた所に長男のご家族が住

んでいらっしゃって、ちょうどそ

こと対面にあります。長男のお宅

の２階の居間から室内の様子が見

られるわけです。非常に程よい、

スープがほとんど冷めないぐらい

の距離のいい土地を見つけられて、

新築されたのです。 

 設計者平倉さんいわく、高齢に

なって一人で住むということは、

広い所だとかえって掃除やメンテ

ナンスに労力が要るし、時間がか

かってしまうから、小さいもので

いいのではないかということで、

小さいスペースにとても居心地の

よい空間を造られました。特に私

が感じ入ったのは、ぬれ縁があり、

そこが格子になっており、何とな

く見えるような見えないような、

安心感のある心地のよい空間にな

っていることです。それから、庭、

図 1 碇氏設計

 



畑を造っていらっしゃいます。こ

ういう外とのつながりも、一緒に

なって設計をなさったところが素

晴らしいです。 

 お一人で住んでいらっしゃるわ

けですが、キッチンの椅子に座っ

て、そのままくるっと後ろを向け

ば、すべて手が届く所にあるとい

うのも、非常に機能的だろうと思

いました。畳ベッドも「最小限度

にしました」とおっしゃっていま

した。小柄な方であるということ

も含めて、大変心地よい寝室にな

っております。ここからトイレ・

図 2 平倉氏設計 

洗面所に行くようになっています。 

  

はマンションで、清水洋子さ

ん

た

、

仏

んと成子さんのご

、いろい
次

がリフォームを手掛けられまし

た(図 3)。もともと居間に続く和

室だったのですが、高齢になられ

て、全部カーペットにすることで

一体に造っています。そして、こ

こに書斎コーナーを造られました。

この障子などは、元あった和室を

そのまま活かしております。 

 松井さんのお話にもありまし

ように、本当に小さなスペースで

いいのですが、自分の趣味や仕事

ができるようなコーナーというの

は、とても有効だと思います。現

実にこういうコーナーがあって、

このご主人は自分史のような本を

出されたと聞いております。 

高齢の方のお宅を造る場合に

壇というのはいつも大事なポイ

ントになります。こういうものも

何気なく家具の中に入れ込んで、

大変心地いい居間になっているか

と思います。 

 次は長房直さ

夫妻が設計をされた新築住宅です

(図 4)。51 歳の女性が右下肢を切

断なさって、杖と車椅子の両方で

生活していらっしゃいます。居間

の真ん中に、40 ㎝ほど上げて和

室を造って、食堂の続きとしても

使えるし、これが全部開けられる

ようになっています。 

 和室のよさというのは

ろな使い方ができることだと思い

ますが、これはそれだけではなく、

建具を使うことで、自由な使い方

ができるということで取り上げさ

せていただきました。和室を居間

にしている方、または、たとえ車

椅子になっても和室で暮らしてい

たいとお思いになられる方も大勢

いらっしゃるでしょう。そういう

意味で、これはなかなかよい例で

はないかと思います。 

 

■寝る 

 続いて「寝る」という行為です。

高齢になってきますと、昼間横に

なったり、寝たきりということも

ありますので、生活の中で非常に

重要な部分になってくると思いま

す。それもただ寝るということだ

けではなく、将来的にはそこで食

事や排泄もしなければならないか

もしれないし、いろいろな人たち

が来るときもあるかもしれません。

そういったことで特に高齢の場合、

寝室は非常に重要な位置を占め

てくると思います。 

図 3 清水氏設計 

 初めにご紹介するのは北海道の

藤島喬さんが設計されました(図

5)。もともとここに建っていた住

宅をリフォームするつもりだった

のですが、段差などが多すぎて、

とても対応しきれないということ

で、新築に踏み切られました。確

かに現実にやっていますと、大々

的にリフォームするのと新築する

のとでは、コスト的にかなり近い

値段になってしまうぐらいかかる

ものなのです。ですから新築され

たというのを聞いて、そのほうが

よかったのではないかと思いまし

た。ただ、基礎は全部そのまま古

いものを使われたそうです。とい

うのは、敷地が崖地になっている

ためいて、擁壁のコストもかかる

ので、基礎はそのまま使ったそう

です。これは大変難しい設計だっ

 

 

図 4 長房氏設計 
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たと思われます。 

 これは非常にデザイン性があっ

て、格式の高い設計だと思います。

長い敷地で、こちらから入ってき

ます。玄関を入って幅が 1ｍ20 ㎝

ぐらいの広い廊下を進むと、居間

があって、ウッドデッキにもつな

がっています。キッチンとダイニ

ングの近くに寝室があるわけです。 

 ここで特に申し上げたいのは、

例えば寝たきりになったり、ちょ

っと休んだりするときに、いつも

家族が気配を感じられたり、この

方も何となく話が聞こえてきたり、

という何気ないつながりは、非常

に大事だと思うのです。きれいな

建具で居間と寝室が仕切られてい

ますが、ここがつながっている感

じですし、和室ともつながってい

ます。それでありながらトイレを

真ん中にすることで、寝室からも、

どこからでも行きやすいようにな

っております。もちろん収納など

もきちんとできておりますし、景

色のいい所なので、とても居心地

のよい寝室になっています。また、

このごろはどこのメーカーでも出

していますが、便器に座ったとき

に自分の体を支えておくために、

便器と直角の手摺りを付けておら

れます。全体的に木質系ですが、

ここには黄色をアクセントカラー

として使われて、色も非常に上手

に使っていらっしゃいます。また

照明ですね。本当にきれいにデザ

インされておりました。 

 

 次は、広島の佐伯博章さんの例

です(図 6)。頸椎損傷の方の自宅

で、最重度と申し上げていいかと

思います。地方ですから、土地が

広いということもあって、大きな

母屋があり、これをそのままにし

て、大きな吹抜けのある居間を造

りました。これとつながっている

形でベッドがあります。この方は

最重度ですので、天井走行リフト

も造っていますし、両側に介助の

スペースがあります。 

 これが断面です。奥様は２階部

分に寝室を持っていらっしゃるの

で、いままでと違って、平面での

つながりというよりは吹抜けを通

じて、上下の形で気配を感じられ

るというプランになっています。

この辺も非常に広く、都会ではな

かなかできません。機械力を使い

ますし、よいレイアウトも手伝っ

て、重度にもかかわらず、質の高

い暮らしをすることができている

と思います。 

図 6 佐伯氏設計 

 

 こちらは多発性硬化症で下半身

が使えない女性が当事者で、車椅

子に乗っておられます。長い時間、

ご主人が介助をしておられたよう

です(図 7)。新築で、木村真理子

さんが設計されました。これが２

階部分です。ここが当事者の寝室、

ご主人の寝室で、この階にはエレ

ベーターで上ってこられます。 

これからは、家族だけでずっと

介護を続けることは非常に難しく、

介護保険が普及したこともあって、

ケアスタッフのような他人が部屋

に入ってくることが普通になって

きています。そのときにあまり家

族の生活の中に入り込んでいかな

くても済むような、外から行ける

動線があるといいと、いつも思っ

ています。この場合は１階から直

接階段を上がって、当事者のお部

屋に入れるようになっています。

防犯との兼合いもありますので、

なかなか難しいことだと思います

が、これも１つの解決方法ではな

いかと考えました。 

    図 7 木村氏設計 

 

■排泄・入浴・洗顔する 

 「排泄・入浴・洗顔する」とい

うのは、個人的な行為ですので、

ここがきちんとできないと、ハウ

スアダプテーションはやはり成功

しないと思います。皆さんご苦労

なさった部分だと思いますし、い

ろいろな解決方法を示してくださ図 5 藤島氏設計 
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いました。 

最初の事例は、今日ここにいら

っしゃる徳永栄一さんが設計され

たものです。これは二間長屋のよ

うになっていた古い木造住宅で、

普通だったら、どうしていいか分

からないよというようなものでし

た。玄関はここにあるのですが、

車椅子の場合は外側から長いスロ

ープでウッドデッキの所に来られ

るようにしました。 ここが居間

で、小上がりになっています。何

しろこれだけの狭さなので、ベッ

ドルームと居間というように分け

るわけにはいきません。また、よ

くあることですが、この方の障害

が重度の脳性麻痺で、51 歳にな

って二次障害というように、加齢

によってもだんだん機能が下がっ

てきました。それまでずっと畳で

過ごしていらしたので、やはり畳

の上で生活をするということに慣

れていらっしゃいます。しかし、

ここも電動車椅子で動き回れるよ

うな折衷案を採られたわけです。

ですから、ここは畳といっても先

ほどの居間とは違い、寝る場所で

もあるわけです。 

 ここで徳永さんは非常に工夫に

とんだ解決をしていらっしゃいま

す。トイレは１つですが、車椅子

で行く場合、または本人以外の方

がいらっしゃる場合、キッチン側

から便器の正面に入ります。トイ

レのここの部分が取り外せるよう

になっています。普通の人が使う

ときは、この板を外しますと、座

れます。そしてご本人が使うとき

には、ここに台を付けます。 

 同じことが浴室にも言えます。

スノコが３つに分かれるようにな

っていて、取りますと、普通に入

れるようになっています。 

 

次の方は 31 歳で筋ジストロフ

ィーです。水野眞澄さんが設計さ

れました（図 9）。普段は車椅子

で生活していらっしゃいます。元

からそういう生活をしていられた

のかは知らないのですが、床座と

言いますか、下に降りて利用して

いらっしゃるときもあるのです。

特にトイレ・洗面は、こちらのほ

うがいいそうです。床から車椅子

の高さまで上げられるような、小

さなリフトを持っていらっしゃる

ので、そこで車椅子に乗り降りし

ております。廊下のほうから来ま

すと、こちらが掘り炬燵のように

１段下りていますので、ずっと座

位でいらして、ここでトイレや、

洗面器も足を下ろしてするように

なっています。 

図 9 水野氏設計 

 

 これは下村正明さんが設計され

た新築のお宅です(図 10)。この

方も脳性麻痺で二次障害が出て

きて、車椅子で生活しておられま

す。車椅子生活でも多少なりとも

手の力がある場合には、お風呂全

体を上げてしまうというのも、１

つの解決方法と思います。このポ

イントは、車椅子のフットレスト

が入り込むように下の所が少し欠

いてあることです。正面でアプロ

ーチでき、そのまま移動して行け

ますから、それぞれ高さの違った

手摺りが付いております。ここは

グレーチングです。ここを閉めて

しまって勾配を向こうに取ります

と、わりと水は来ません。今はと

ても性能のよいグレーチングがで

きております。この辺の位置はも

う全部話合いで決めたと思います。 

図 8 徳永氏設計

図 10 下村氏設計 

 

■家事をする 

 「家事をする」ということも女

性の場合は非常に重要なことです。 

こちらの村上美奈子さんが設計

された事例は、たしか賞を取られ

たと思いますが、本当に美しいし、

全部座位でやることを設定してや

っていらっしゃいます(図 11)。

キッチンはここですが、テーブル

もずっと続いていますから、持運

びすることなく、お盆にでも乗せ

て動かすことができます。ここに

は結構たくさんの方が腰掛けられ

 23



ます。特に素晴らしいのは、台所

の窓からもテーブルからも、美し

い庭が見られるということです。 

 ご本人が使っていらっしゃると

ころです。この 20 ㎝を決めるの

に、村上さんは何回もシミュレー

ションをしたとおっしゃいました。

ちょうど踵がこの面を押すように

して、安定するように考えたと聞

いております。 

 洗濯機も、下に埋めるような形

になっていて、腰を掛けて使えま

す(図 12)。ここは洗濯流しにな

っています。ここはポストになっ

ていて、向こうから入れてくれる

と、ここで座位で取れるようにな

っています。本当に細やかな設計

がされておりました。 

図 12 村上氏設計 2 

 

次は本間貴史さんが設計された

新築の事例です（図 13）。当事者

は車椅子の男性です。流しの下に

スペースを取って、車椅子で入っ

てくる、というのがよくある例で

すが、この方の場合は、どちらか

というと横に付けてやりたいとい

うことがあったらしく、ガスなど

の熱源がすごく低く造られており

ます。これですと、鍋を置いたと

きに中が見られるし、かき混ぜた

りもできるわけです。 

つまり、どんな形であってもよく

て、その方が、負担がなく家事を

することができるということが、

いちばん重要なことではないかと

思います。 

 

■身体を動かす 

 障害があったり年を取ったりして

きますと、どうしても身体を動かす

機会が少なくなります。ですから家

の中でリハビリを兼ねて、身体を動

かしていくことが大事です。 

最初にお見せするのは、新築で、

大木浩史さんが造られた例です。

82 歳の女の方で、パーキンソン

病です。パーキンソンの方は何か

目標があると、パッとそこまで足

が出せるのです。ですから廊下に

ちょんちょんと、飾りみたいに印

がかわいくできていて、これを目

標に足を出していきます。こうい

う普通の椅子を歩行機の代わりに

して、行ったり来たりすることで

体を動かしておられます。 

本の 181 頁の段差解消機や、1

76 頁のコラム、「妻のための小さ

な工夫」のに取り上げた事例です。

かかった費用は150万円ぐらいで

した。 

福祉住環境コーディネーター

の資格まで取られたご主人が、少

ない予算で一生懸命手づくりしな

がら造られた例です。私どもはこ

のようなハウスアダプテーション

も、是非賞を差し上げたいと思い、

佳作にさせていただきました。こ

こにカーテンが付いていますが、

実は鏡になっています。廊下で歩

行訓練をするときに自分の姿を見

ながら矯正していくことができま

す。日本の家屋の場合、ちょっと

歩くとすぐに扉がきて、継続して

手摺りを付けることがなかなかで

きないのですが、この手すりは動

くようになっていて、扉部分も途

切れず手すりをつたって歩くこと

が出来ます。 

図 13 本間氏設計 

図 11 村上氏設計 1 

図 15 宮下氏 

 

■室内を移動する 

 「室内を移動する」というのは、

寝室、お風呂、居間を自由に自分

で動いていけるということで、私

たちが設計をしていく場合も、非

常に苦労するところです。段差を図 14 大木氏設計 
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どういうように解消していくかと

いうことが大切です。 

最初の例は川野和也さんとおっ

しゃる理学療法士であり、福祉住

環境コーディネーターの資格も取

った方の応募事例です。ベニヤ板

のようなもので、部屋中の本当に

小さな段差をなくしていったわけ

です（図 16）。こういうことも、

身体を動かすということに非常に

図 16 川野氏設計 

役に立っていると思います。 

 

次は、私どもも非常に感激した

  

とのつながりをつくる 

つ

く

常に大きなお宅です。
 

事例です。最近、ちょうど洋服ダ

ンス位、奥行きが 65 ㎝、幅が 72

㎝、１人だけ立って上下できる小

さなエレベーターが商品化されま

した。2階に上る方法をいろいろ

考えられたようですが、結局これ

を玄関のすぐそばに付けられて、

昇降の際これを利用しています

（図 17）。閉まっているところと

開けたところです。この方は車椅

子ですが、ちょっとは立っていら

れます。あまりに狭いから倒れ様

がないのです。ですから、これも

一つの方法としてよいのではない

かと思いました。66歳の女性で、

上下肢を切断して義足を付けてい

らっしゃるので、車椅子と杖とを

併用しておられます。先ほどの 1

5例の中にあった加瀬澤文芳さん

が設計しておられます。 

図 17 加瀬澤氏設計 

■外

最後に、「外とのつながりを

る」です。私どもはどうしても

家の中をバリアフリーにするとい

うように考えがちですが、やはり

外とのつながりをもつことは、心

身の健康にとって非常に大切なこ

となのです。これを上手になさっ

ている例を２つほど挙げたいと思

います。 

 １つは非

居間の所でも取り上げました。橋

本彼路子さんが設計されました

(図 18)。道路からスロープにな

っていて入って行くのですが、外

とのつながり方ということで言え

ば、階段をリハビリにも使います。

すごく緩やかな階段で、実際に何

回もやってみて、９㎝だったら登

れるということで、上手に設計し

ていらっしゃいます。寝室の前に

ウッドデッキがあって、そこに直

接いけるようになっています。近

所の方が、この辺から来て、ウッ

ドデッキでお茶をしていったりす

るのです。コミュニケーションと

いうのは大事だと思いますので、

そういうことにも役立っている外

とのつながりです。 

最後ですが、これはごくの建て

売り住宅です(図 19)。玄関が東

北の角にあるのですが、階段があ

って介護をしにくかったのです。

それだったら南側の駐車場から入

るようにしようと新しい入り口を

設けました。片方に段差解消機を

付けて、隣に普通の人が上がって

行く階段になっています。これに

バリアフリーの引違いのサッシュ

を付ければ、両方から開けられま

すから、非常に具合がいいわけで

す。ここが玄関兼サンルーム的な

もので、大瀧雅寛さんが設計され

ました。コンパクトですが、スロ

ープを取るほどの敷地がないお宅

はたくさんあるわけですから、そ

ういう方には参考になるのではな

いかと思いました。 

図 19 大瀧氏設計 

 

皆様にご紹介したい例は、まだ

まだ山ほどあるのですが、限られ

た中で 40 頁ほど割いております

ので、帰ったら読んでみてくださ

い。ご清聴、ありがとうございま

した。

 

図 18 橋本氏設計
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講演 3-1 

専門家の視点からハウスアダプテーションを語る 

 住まいをつくる側からみたハウスアダプテーション 

 

 

女子美術大学 横山勝樹 

 

「専門家の視点から」と言われて、

ちょっと気遅れするところがあり

ますが、５年間審査員をさせてい

ただいて感じたことを、少しコメ

ントさせていただきます。 

 ハウスアダプテーション・コン

クールには３つの大きな基準があ

って、１つ目は、当事者が高く評

価しているということ、２つ目は、

かかわった専門家同士の連携が良

好であったということ、そして３

つ目が、建築デザインとして良質

なものであったということです。

私の場合は最後の建築デザインと

して良質なものであったというこ

とについてコメントする役割かと

思いますので、そのことを少し話

させていただきます。 

 私は、「ハウスアダプテーショ

ン」という言葉を初めて日本で使

われた野村みどり先生と、15 年

くらい前にイギリス、スウェーデ

ン、デンマークの高齢者住宅を見

に行く機会がありました。そのと

きに思ったことは、当時の日本で

は、バリアフリーデザインという

と、どうしても美しさという観点

からはどうなのかなというものが

非常に多かったのに対して、欧州

のデザインは非常に質の高いもの

が多かったということです。もち

ろん当時から吉田さんのように、

優れたデザインをされる建築家は

たくさんいらっしゃったのですが、

15 年前に日本に帰ってきて、主

に自治体の補助金制度を使って、

手摺りや段差解消のスロープを付

けた住宅を見に行ったとき、行政

の中においてはデザインというも

のの価値があまり認められていな

いことを、非常に残念に思いまし

た。 

 

■新しいビジョンにあった新しい

デザイン 

 携帯型の音楽プレーヤーを思

い出していただきたいのですが、

これには、成長技術のデザインと

成熟技術のデザインという２つの

流れがあったと思います。いまか

ら 30 年くらい前、私がちょうど

学生のころに、いわゆる携帯型音

楽プレーヤーができて、音楽を外

に持ち出す新しいライフスタイル

が生まれました。 

確かに小型のカセットテープデッ

キができたこと自体は、技術の力

だったと思いますが、それが世の

中に受け入れられていったのは、

その形、つまりプロダクトデザイ

ンの力があったと思います。また

少し時代は下りますが、そのライ

フスタイルを広めていった広告デ

ザインとして、私がいまでも思い

出すのは、サルをキャラクターと

して用いたポスターやコマーシャ

ルフィルムのデザインです。そう

いったデザインの力というのが、

携帯型音楽プレーヤーの普及には、

すごく大きかったと思うのです。 

 私は学生たちには、そういった

新しいビジョン、つまり未来像に

対して、新しい形を与えるような

デザインをやってもらいたいと言

っています。それが成長技術のデ

ザインです。一方で、成熟技術の

デザインとは何かと言いますと、

携帯型音楽プレーヤーも 10 年、

20 年と経っていくと、ＣＤやＭ

Ｄといったメディアが交代したも

のの、どこの会社も同じような性

能の製品を作れるようになりまし

たし、それが大量に市場に出回る

ようになりました。結局は価格競

争になっていくわけですが、その

中でのデザインの役割は何かとい

うと、今度は差別化です。同じだ

けれど、ちょっとファッショナブ

ルであるとか、そういった形です。

成熟技術のデザインとはそのよう

な、差別化のためのデザインです。 

 もちろん世の中では両方大事で

す。でも学生たちに言いたいのは、

大学で勉強するデザインは、将来

のビジョンを表現するようなデザ

インにチャレンジしてもらいたい

ということです。現在、携帯型音

楽プレーヤーの世界では、ネット

ワークを使った音楽のダウンロー

ドという、新しい技術が出てきま

した。それによって新しいデザイ

ンが生まれて、30 年前とは違う
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会社の製品が世の中を席巻してい

ます。そういった状況からデザイ

ンの役割というのを、もう１度見

直していきたいと思っています。 

 

■ビジョンに合ったコンセプトづ

くり 

 大学で建築の設計課題をやる

に当たって、「コンセプトをはっ

きり示してください」と言うと、

「コンセプトって何」とよく言わ

れるので、図で説明しています。

ビジョンというのは自分なりに未

来の姿を想像して、一つの方向性

を打ち出すことです。つまり、そ

れは前提条件ですから、１つの変

わらないものだと思います。それ

に対してコンセプトは、そのビジ

ョンを実現するための方策あるい

は構想です。つまり、たくさんあ

る中で、その時々にベストといえ

るものを選択することです。デザ

インというのは、そういったコン

セプトに形を与えていく作業だと

思うのです。 

ハウスアダプテーション・コン

クールを見てきて、当事者の病状

なり社会的状況に合わせて、その

人が将来、どういう生活をしてい

くべきなのか、どういう人生を歩

んでいくべきなのか、そういった

ビジョンは、医療・福祉の方たち

に、しっかりと示していただきた

いと思いました。もちろん私たち

建築からも、それに対して意見を

言うことがあるかもしれません。

しかし、それはあくまでもデザイ

ンから、どのようにかかわってい

けるかということだと思います。 

大事なことは、その議論の中から

コンセプトを見いだすこと、つま

りどういった方策を取り、具体的

な構想をしていくのかということ、

そしてそれを当事者とお互いによ

く理解し合うということです。そ

のコンセプトにおいて、当事者も

福祉・医療関係者も建築関係者も、

全ての関わる人々がコンセンサス

を取っていくということが、重要

ではないかと思います。 

 

■ハウスアダプテーションにおけ

るデザインの価値 

 最後に、今日はこの本の紹介と

いうことですので、その中から１

つだけ事例を選んでみました。110

頁に載っている橋本さんのお宅で

す(図 1)。この方は車椅子を使っ

ているわけでもなく、相対的に見

れば元気老人の類だと思います。

しかし、設計者は大変難しい仕事

をされたと思います。それはどう

いうことかといえば、同じ場所に

住み続けることは大事なことでは

ありますが、一方で自分の家とい

うのは、昔、子どもたちを育てた

思い出や、連れあいと暮らしてい

た思い出があります。そういった

家を変えること、あるいは住み方

を変えることは、心の問題として、

高齢者にとって非常に抵抗のある

事だと思うのです。その心を開い

て改修工事をおこなったこの仕事

に、私は大変感銘を受けたのです。 

 高齢の方たちは、どうしてもあ

と何年という考え方をされますの

で、住宅にお金をかけることに踏

み切るのが、すごく難しいと思い

ます。その中で当事者も納得でき

る設計をするということは、大変

なことだったのではないかと想像

します。 

 先ほどの「コンセプト」という

ことでは、解決の具体的な方法と

しては、寝室の中にポータブルト

イレを１つ置くだけ、もしくは、

その周りにアコーデオンカーテン

を掛けるだけの選択もあったかも

しれません。かなりのローコスト

工事を、うまくされているとは思

いますが、これだけの造作工事を

したことについて、私はそれこそ

が建築あるいはデザインの力では

ないかと思っています。ポータブ

ルトイレを寝室に置いてアコーデ

オンカーテンでちょっと隠すとい

うことではない朝起きたときの感

覚、つまり自分のこれからの生活

の質に対するイメージは、このデ

ザインだからこそ当事者にも納得

できたと思うのです。 

 そのデザインの力こそが、これ

からのハウスアダプテーションな

り、高齢者住宅にとって非常に大

事なことではないかと思います。

高齢者のライフスタイルを提案す

る予防的なハウスアダプテーショ

ン、あるいは安全・安心を備えた

高齢者住宅が必要とされています。

「成熟」社会における成長技術の

デザインです。この本の中にはそ

のための優れたデザインがたくさ

ん紹介されています。この本が世

の中に出て、デザインの価値が認

められていく事は、非常にうれし

いことだと思っています。 

図 1 
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講演 3-2 

専門家の視点からハウスアダプテ-ションを語る 

 介助者から見たハウスアダプテーション 

 

 

首都大学東京  池田 誠 

■専門家がチームになって、より

高い QOL を目指す 

私は理学療法士の立場からリ

ハビリテーションの視点を語るこ

とにしました。まずリハビリテー

ションとは、障害のある人々を対

象とし、その人たちの主体性、自

己実現を尊重し、リハビリテーシ

ョンが機会均等に行われることに

よって、社会参加が可能となり、

ノーマライゼーションという普通

のありふれた生活ができるように

なることを目指した全人間的復権

である、といわれております。ま

たリハビリテーションは、介護を

必要とする高齢者や障害者に対

して尊厳を持って、住み慣れた地

域で生き生きと、より高いＱＯＬ

（生活の質）を目指して、安心し

て住み続けることも目標としてい

ます。 

 その進め方は、いろいろな専

門職がチームアプローチで、障害

者・高齢者の自立生活を支援して

いくことが基本となっております。

現在のリハビリテーションは、病

気や事故を起こしますと、急性期、

回復期、維持期という流れの中で、

医療保険・介護保険等を使いなが

ら、治療や介護活動が医療機関や

福祉施設等で行われています。同

時に住宅改修や、福祉用具を十分

に活用できるようにする訓練を通

じて、ノーマライゼーションを目

指すことになります。 

 保健・福祉の領域では、健康

増進法や介護予防事業等で、生活

習慣病や転倒を予防する体操の

指導等も行われております。 

 しかし、医療機関を中心に行わ

れているリハリビテーションが、

地域まで仕事の枠を広げることは、

十分進んでいないように思われま

す（な気がしております）。多く

が介護保険制度の中で行われてい

るだけという現状です。 

 

■個々の ADL の自立度に応じて

QOL を高めていく 

 リハビリテーションはノーマラ

イゼーションを獲得するために、

機能回復訓練によってまずＡＤＬ

（日常生活動作）、いまは「日常

生活活動」と言いますが、それを

高めていくことがメインになりま

す。それによって、ＱＯＬが高く

なっていくと考えています。 

 一方、寝たきりに近い方々は、

家に閉じこもることが多く、いろ

いろな刺激を受けることも少ない

ので、どうしてもＱＯＬは低くな

ります。つまりＡＤＬとＱＯＬは

相関関係にあるといえます。この

ことからリハビリテーションは、

始めにＡＤＬを高めていく進め方

になります。ただ、ＡＤＬを高め

れば高いＱＯＬに到達できる訳で

はありません。高いＱＯＬの持ち

主でも閉じこもって無意味な生活

を続けていると、心身機能が低下

し、またＡＤＬの低い状態に戻っ

てしまうことがあるのです。リハ

ビリテーションはその人のＡＤＬ

の自立度に応じて、いかにＱＯＬ

を高めていくかが工夫のしどころ

になります。 

 たとえば、病気や事故で安静状

態におかれると、機能が低下し、

運動麻痺や筋肉の力が落ちて、関

節の働きが悪くなって、歩行障害

や手の働きが悪くなるという機能

障害が出てきます(図１)。それに

よってＡＤＬ、あるいは買い物や

外出といったＩＡＤＬ（生活関連

動作）が不自由になります。そこ

を何とかしなければいけないとい

うのが、リハビリテーションのベ

ースになっています。ですから初

めに話したリハビリテーションの

考え方というのは、多くがこのＡ

ＤＬレベルで考えられていること

が多いわけです。 

 障害を持たれた方は生活上の不

安や、もっている障害をなかなか

受容できないことが多くあります。

また、現在では「高次脳機能障害」
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といわれる障害もあります。失語

症もそうですが、いろいろな認識

障害を起こしている方がかなり多

くなり、この障害をどうしようか

ということが問題になっています。

多くの障害は心理的・精神的な障

害が、ＱＯＬの障害となります。 

 
■出会いのネ

ハビリづくり

 リハビリテ

る方々には必

ます。障害を抱

のようにして

きに、住宅改修

アフリー化だ

ハウスアダプ

その人が安心

をつくってい

していくこと

よって進めて

 今回の松井

いろな人たち

ハウスアダプ

たということ

人のＱＯＬの

づくりの実現

障害受容の促

に。また福井県大野市の清水さん

は、頸椎損傷の方ですが、前に行

われたフォーラムのとき、「障害

受容をするのが早かった」とコメ

ンテータの方からいわれていまし

た。その人らしい生活が、ハウス

アダプテーションによってきちん

とつくられ、障害受容が促進され

ることによって、社会参加も進む

ようになったのだと思います。 

 病院では障害者や高齢者に対

するリハビリテーションとして介

助者、家族を抜きにしては語れま

せん。介助者や家族に対して「専

門家」としてのスキルがあったと

思います。そのスキルには、訓練

標志向の取り組みであるといわれ

っています。その意味で、現在の

リハビリテーションの取り組みを

もう１回どこかで再評価しないと

いけない。次のアダプテーション

をどうするかという課題があると

思います。 

 このことを考えたときに、先ほ

どたまたま出会いといいましたが、

この出会いのネットワークをきち

んとつくっていける仕組み、実際

に機能できる仕組みが、これから

は必要ではないでしょうか。リハ

ビリの担当者として考えたときに、

時代の流れや要求に合わせたて専

門家のスキルを高めること、生活

 

 

図 1
ットワークと生活リ

が今後の課題 

ーションの対象にな

ず自分の生活があり

えてその生活をど

いこうかと考えたと

という建物のバリ

けでは不十分です。

テーションとして、

できる生活イメージ

くこと、自立支援を

を、チームプレーに

いくことが大事です。 

さんのお話も、いろ

とのかかわりの中で、

テーションが成功し

でした。そしてその

向上、主体的な生活

、社会参加の促進、

進につながったよう

や指導、いろいろな相談を受けた

り、提案をしたりという関係もあ

ったでしょう(図 2)。 

 ただ問題は、今回の本の巻末に

掲載されていますように、スキル

を持った専門家との出会いが非常

に稀な例として起こったというこ

とです。その出会いが成功につな

がったのです。専門家がスキルを

必要としている介助者や家族をど

のように把握していくかというこ

とが、ハウスアダプテーションの

成功につながると思います。 

 障害は時間とともに、新たな問

題が起こって来ます。お子さんで

あれば発達・成長していきます。

高齢者であれば、老化現象の進行

があります。障害者であれば機能

の低下、障害の変化があります。

それらがノーマライゼーションの

継続を妨げていくことになるので

す。リハビリテーションは評価に

よって始まり評価で終わる短期目

の中でリハビリテーションを再度

計画していくことが、ノーマライ

ゼーションを達成する、または継

続する鍵になっていくのではない

かと思います。 

 この本を読んで、リハビリテー

ションというものがもっともっと

家庭、地域の中で進められること

によって、成功率が高まっていく

のではないかと考えましたので、

それをご報告して終わりにさせて

いただきます。 

図 2 
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講演 3-3 

専門家の視点からハウスアダプテーションを語る 

 医療、保健、福祉の視点から 

 

 

神奈川県立保健福祉大学  太田 貞司 

私は社会福祉学科の教員です

が、今回のコンクールの１つの審

査基準になっていた連携という点

について５年間学ばせていただい

たことをお話します。 

 

■専門家との出会いが大事である

が、出会うことが難しい 

 ハウスアダプテーションという

のは、住環境の改善と生活支援と

がセットになった考え方ではない

かと、強く思うようになりました。

そういう意味で、これからの地域

ケアのあり方として、結びつきの

支援をどういうように強めるかが、

とても大きな課題だと思います。

私も何例か行きましたが、先ほど

の松井さんのご報告で、改めてい

ろいろな思いをさせられました。

例えばこの 15 例の中でも、関係

者のかかわりには色々と違いがあ

ります。また長期的にかかわった

かということでも、一つひとつの

ケースにかなりの特徴があります。

その結びつきがあれば非常に大き

く変わっていくということが、お

話の中にはあったと思います。 

 ただ、先ほど池田先生もおっし

ゃったように、専門家の出会いと

いうことで考えてみますと、実は

まだまだ難しい点があります。例

えば、北海道の福井さんの事例と

して、支援をされた建築家とは、

たまたま出会っているわけです。

私が行った所で言いますと、浦河

の本間さんは、非常に多くの人た

ちがチームでかかわっているので

すが、実はそれにかかわるまでに

２年間ぐらいかかっています。7

4 頁の最後に、「再入院をして」

というようにあります。いろいろ

な病院を転々としてようやく専門

家に出会っているのです。千葉の

佐々山さんの事例も、私は行かせ

ていただきましたが、85 頁に、

４回も病院を変わり、加瀬澤さん

に出会って建築家の専門家の目

でみていただいたと。そういう意

味で、出会いをどうつくるかとい

うことが非常に大事です。しかも

浦河も千葉も、高齢者といっても

比較的若い方で、後期高齢者の事

例はあまり上がってこなかったの

です。亡くなった方の事例もあり

ました。私は、実はこれが今後の

大きな課題ではないかと思ってお

ります。 

 

■地域ケアと住宅改造のシステム

の結び付きが豊かな生活に繋がる 

 今度の介護保険の見直しで、地

域ケアのシステムづくりが大きな

課題となり、地域のシステム化が

大事になってきました。厚生労働

省は「地域の基盤はある程度でき

たので調整期に入る。病院の役割

も終わった」と言って、療養病床

を大幅に削減すると言われていま

す。その受け皿として、地域ケア

が必要だというようになってきて、

高齢者でも軽度の人はできるだけ

地域で暮らすことが現実的な課題

となってきました。そういう意味

では、かつてヨーロッパの先進諸

国がぶつかったように、病院での

生活から、「在宅」＋「新しい住

まい」＋「拠点施設」の新たな仕

組みづくりが大事な時代に本格的

に入ってきたと言えるのではない

でしょうか。 

 私たちは介護保険が始まったと

きに、こんな議論をしておりまし

た。１つは、地域福祉システムが

必要だと。もう１つは介護のシス

テムが必要だと。３つ目に、包括

ケアシステム、つまり社会的入院

をなくすことが必要だと。そうい

うことで２番目と３番目が大急ぎ

で始まったのですが、１番目の地

域で暮らすということ、生活づく

りというシステムづくりについて

は、必ずしも進んでいないのでは

ないかと思います。ここと住宅改

造のシステムが結び付かなければ、

必ずしも豊かな生活には結び付か

ないのではないかと感じておりま
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す。 

 

■住宅改造に結びつくような退院

援助の仕組みづくりをする必要が

ある 

 地域づくりのために、４月から

地域包括支援センターが設置さ

れて、各地でだいぶ動いてきてい

るのですが、一方では混乱をしな

がら、ある程度の方向が出てきて

います。その中で大事なことは、

介護予防だけではなく、地域づく

りです。先ほど出ていた療養型病

床の削減の中で、退院援助の仕組

みづくりというのが、とても大き

な課題となっています。今、この

退院援助の仕組みづくりに、住宅

改造が必ずしも結び付いていない

というのが実態だと思います。そ

れが先ほどの事例で、いくつか出

てきたのではないでしょうか。そ

ういう意味で、私たちが本格的に

地域の中でどんな仕組みづくりを

するかという研究が大事になり、

また実践が大事ではないかと考え

ています。 

 地域包括支援センターでは、

「包括的・継続的ケアマネジメン

ト」と言っていますが、ここのと

ころで住宅改造がうまくいくよう

な仕組みづくりが、すごく大事で

はないかと考えております。医療

も大事ですが、今回の事例でも、

特に生活上の支援をどうするかと

いうところが、すごく大事だと思

います。いままでは身体介護が中

心でしたが、そうではなく、もっ

と社会参加を促進する、あるいは

また地域生活を促進するというこ

とが大事です。しかし、そのこと

についての社会的コンセンサスは、

私は進んでいるようで進んでいな

いように思います。 

 

■今後は地域の中で暮らしていく

ための支援を強化することが課題 

今回の介護保険の第１条には、

「日常生活」という言葉が出てい

ます。４月から障害者自立支援法

が施行されましたが、そこには「日

常生活又は社会生活」というのが

出ています。また 2000 年に社会

福祉法という、福祉の憲法のよう

な法律が改正され、日常生活を支

援するのは何のためかというのが

書いてあります。それは社会参加

です。ところが介護保険では日常

生活を支援するという意味が、必

ずしも明確ではありません。した

がって外出をするとか、ホームヘ

ルパーが外出に連れ出すというこ

とが、介護保険の中では認められ

ておらず、狭い意味での日常生活

になっています。そこが今、障害

者たちは、制度の見直しをしよう

と、声を挙げているところであろ

うと思います。 

 社会福祉法第３条には、福祉サ

ービスの定義として、日常生活を

営むことを支援するということが、

そして第４条には、何のために日

常生活を営むのかという理由が書

かれております。それが社会参加

なのです。先ほども申しましたよ

うに、介護保険法でも「日常生活」

とか「自立支援」とは書いてある

のですが、実はここには「社会参

加」とは書いていないのです。で

すから介護保険だけの法律では、

住宅改造は十分に進まないのでは

ないかと思っています。ケアマネ

ジャーも、自立した日常生活を営

むことを支援するとはいわれてい

るのです。 

 障害者自立支援法第１条では、

「日常生活又は社会生活」となっ

ておりますので、これからは地域

の中で暮らしていくという仕組み

づくりです。そのために、これか

らは退院援助のための住宅改造や

改善の支援を結び付けたり、チー

ムをつくったりという財源の確保

が、とても大事ではないかと考え

ます。そういう意味では地域包括

支援センターの課題が大事で、仕

組みづくりや条件整備、例えばイ

ギリスのように、退院するときに

病院と在宅、あるいは施設の人と

お金を出し合って、次はどちらの

方向に行くかということを一緒に

なって考え合う、「中間ケア」と

いう仕組みづくりができて、いま

スタートしていますが、そういう

退院援助の仕組みづくりの中に、

住宅改造の仕組みを入れていくこ

とが課題ではないかと思います。 
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まとめ 

 

 

 

住総研ハウスアダプテーション研究委員会委員長 

大原 一興（横浜国立大学教授） 

 

■手本になったのは 20 年以上前

に発行されたイギリスの本 

今日はまとめのフォーラムでし

たので、さらにまとめというのは、

なかなか難しいですね。コンクー

ルと、今回本ができるまでに、相

当な物語がありましたので、その

ことについても少しお話します。 

 15 年ぐらい前に我々が出会っ

た『ハウスアダプテーション』と

いう本がきっかけだったわけです

が、今日来ることができない野村

みどり先生の「これでいきましょ

う」という強い一声がなかったら、

今日のこの日とこの本は生まれて

いなかったと思います。長い間か

けて、いろいろな物語があり、そ

れを本として非常に読みやすい、

伝わりやすい形で、いま手元にす

ることができました。 

 きっかけになった『ハウスアダ

プテーション』という本は、イギ

リスの政府機関が出したものでし

た。1985 年ぐらいでしたか、20

年近く前、事例に関しては 20 年

以上前のものです。実は私、半年

日本を留守しており、先週帰って

きました。最後の１カ月はイギリ

スのニューカッスル大学にいたの

ですが、そこの図書館でもこの本

を見つけました。いまだにたくさ

んの学生が借りているようです。

その後改訂されたり、新しいバー

ジョンのものができたりはしてい

ないようです。ですから 20 年ぐ

らい、ずっとそれが生き続けてい

るという本になっているわけです。 

 

■専門家だけでは住まいは語れな

い 

 この本は、これからハウスアダ

プテーションにかかわる仕事をす

る人たちのための専門家向けの手

引書という位置づけです。実際、

ハウスアダプテーションに携わる

人たちは、みんな専門家です。専

門的な技術や背景を持って、それ

ぞれが自分の仕事をしています。

しかしその本は、まず本人、当事

者がいて、その人の生活というも

のがあって、それが総合的・統合

的にまとまって形になったものが

住まいである、という前提で書か

れています。ですから専門家が何

をすればいいのかという簡単なマ

ニュアルではなくて、一人ひとり

のドラマが書かれているのです。

かつてはそういう本がなかったの

で、そのことに対して私たちは非

常に感動を覚え、その日本版を実

現させようということで始まった

のです。 

 ただ、専門家がいくら専門知識

を投入しても、こういう本はでき

ません。住まい手の立場から、こ

れまでに起きたドラマを書きとめ

てくれる松井さんという人を見つ

けることができたことが今回、

我々にとって非常に幸運なことだ

ったと思います。各委員はみんな

専門を背負っていますので、今日

のまとめはそういう形でやりまし

たが、結局、専門家の分断された

専門的な視点では住まいは語れな

いのです。非常に矛盾を秘めた言

葉 で す が 、 英 語 で 言 う と

「lay-expert（素人の専門家）」

という概念が大事です。住まい手

というのは素人です。しかし自分

の生活と、それを器として提供し

てくれる住まいに関しては専門家

であるはずです。ただ、特別なバ

ックグラウンドとしての教育を受

けたわけでもないし、技術を持っ

たわけでもない、ただの素人です。

そういう視点から、さまざまな技

術をつなぎとめて書くことが非常

に重要で、それが実現されて、大

変いい本ができたわけです。 

 

■「足を使う」から「手を使う」

「目を使う」ことで自分らしさを

与える 

 先ほど聞いたお話の中からまと

めと言いますと、松井さんのお話

でキーワードとして出てきたのが、
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「手を使う」ということだったと

思います。そういうことがいろい

ろな事例から、非常に有効だとい

うことで出てきたキーワードだっ

たと思います。吉田さんのお話の

中では、空間的に見たときに視線

が大事だ、「目を使う」という考

え方が出てきたと思います。 

 手や目というのは何を大事にし

ているのかということを考えます

と、自分なのです。手というのは

自分の身体の延長で、いろいろな

ことをやり、自分にしかできない

ものができてくる。それが手づく

りですよね。手仕事というのは規

格品を買ってくるのではなく、自

分で自分に合わせる、自分であつ

らえるために手を使うわけです。

そこに自分らしさが出てきます。

同時に目というのも、まさに自分

が見るという世界観を、そこで展

開していかなくてはいけません。

そのことによって自分の趣味、例

えば台所から庭が見えるような外

の空間との関係を、自分を始点と

して見ていくということで、目も

非常に重要なキーポイントになっ

てくるということだったと思いま

す。 

 私たちの認識は今、手と目を使

う段階にいると思います。本来の

意味からすると違うのかもしれま

せんが、一般的に多くの人が言っ

ている、いわゆるバリアフリー、

それは足を使うことを基本に考え

られていることが多い。移動をす

る、自分の位置に立つ、自分の位

置を見つける、つまり自分の居場

所をそこに定義するということも、

足にかかわることだと思います。

いままではこのレベルの議論が多

くされていて、それに対して技術

的にどう解決するかということを、

私たちは一生懸命やってきました。 

 しかし今日出てきた話は、その

次の段階で、「手を使う」、あるい

は「目を使う」というのは、自分

らしさをそこに与えていくことが

重要なのだということを示してく

れたと思います。 

■今後は「気を遣う」ことが社会

的な人間関係を空間化するキー

ワード 

さらに次の段階は何なのかとい

うと、「気を遣う」ということで

はないでしょうか。実際に「気」

という言葉が何回か出てきて、気

を遣うということだけではなく、

「気晴らし」とか「気長に待つ」

という言葉として使われていまし

た。「気を遣う」というのは、そ

こに相手との関係を経験していく

ことだと思います。つまり物理的

な環境だけではなく、気配がわか

るということです。それは、自然

環境との関係でわかるというのも

ありますが、事例で出てきたよう

に、介護者である奥さんとの関係

とか、自分が安心してそこで生活

することができるとか、周囲の人

たちが歩くのを見ながら生活する

というのも、気配がわかることの

１つだと思います。 

 「使う」と、「気を遣う」の「遣

う」は字が違いますよね。目や手

や足などを使うというのは、物を

自分が利用するということですが、

「気を遣う」の「遣う」は、自分

の気をそちらに持って行くという

ことです。ですから、これからは

ハウスアダプテーションに限らず、

社会的な人間関係を空間化して

いくときのキーワード、念頭に置

かなくてはいけないことの１つが、

「気を遣う」ということではない

かと感じました。 

 

■専門家の技術だけでは白黒の世

界、生活が営まれてカラーの世界

になる 

 この５年間の集大成ですので、

まとめることもたくさんあって簡

単にまとめることは非常に難しい

のですが、おそらく段階的に我々

が目指していくものも変わってく

る必要があるし、「気」を１つの

テーマとして考えていくことがい

いのではないかということが、今

日気が付いたことの１つです。 

 それからもう１点、最初にも言

いましたが、それぞれの専門家が

ただ専門的な技術を発揮するだけ

では、生活などは成り立ちません。

専門家主体というか、周辺の人が

主体になってその人の空間ができ

ていくのではなく、当事者が主体

となるときに生活、住むことが基

になっているということだったと

思います。今日のパワーポイント

で、本ではわからないカラー写真

によって空間の雰囲気が非常によ

く伝わりました。カラー写真は、

まさに生活を表現しているのだろ

うと思って聞いておりました。  

白黒の世界というのは、専門家

がそれぞれの技術を分断して、は

っきり白黒を付けて「こうだ」と
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いうことを言い放つ、そういう世

界だと思います。そうすると非常

に重くなってきます。 

後ろにあるオレンジ色の「日本

のハウスアダプテーション」は、

かつてそれぞれの専門家が専門領

域について書いた本です。密度が

高く、内容や情報量はものすごく

あると思うのですが、重くなって、

逆に全体を理解している人はどれ

だけいるのだろうかと思います。

生活の現実というのはそういうも

のではなく、今日見せていただい

たカラーの世界だろうと思います。

本はそのきっかけで、今回は普及

版ですから、白黒の写真しか入っ

ていませんが、今日見せていただ

いた写真によって、生活というの

はまさにそういうものだろうとい

うことが実感できたと思います。 
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